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第第 11節節  計計画画策策定定のの背背景景とと目目的的  

今日の環境問題は、20世紀後半の急激な高度経済成長に伴う「大量生産・大量消費・大量廃棄」

の経済社会システムが大きな要因となり、地球規模から身近な地域まで、複雑かつ広範多岐にわ

たる新たな課題が顕在化しています。 

このような環境問題に対応するために、国においては、国民・事業者・地方公共団体の責務を

明らかにし、経済社会システムのあり方や生活行動様式の見直しを図るため、平成５年11月に「環

境基本法」を施行するとともに、平成６年12月には環境行政の道筋となる「環境基本計画」を策

定し、平成12年12月にはより現実的で詳細な「新環境基本計画」を定めました。 

国の動向を受けて、県では平成10年度に「岩手県環境の保全及び創造に関する基本条例」を、

平成11年度には「岩手県環境基本計画」を策定し、「環境首都いわて」を宣言するなど、環境施

策を強力に推進しています。 

旧遠野市では、総合計画により推進していた環境施策の基本理念と基本方針をより具体的に示

すため、平成16年３月に「ふるさと遠野の環境を守り育てる基本条例」を制定、平成16年８月

には「遠野市環境基本計画」を策定し、環境施策の総合的かつ計画的な推進を図ってきました。 

また、旧宮守村では、総合計画に基づき環境施策の推進を図ってきたところです。 

新遠野市においても、これまで培われてきた環境の保全及び創造に関する取り組みをより着実

に進めていくために、新市に引き継がれた「ふるさと遠野の環境を守り育てる基本条例」第９条

の定めるところにより、ここに新たな「遠野市環境基本計画」を策定するものです。 
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第第２２節節  計計画画のの位位置置付付けけとと役役割割  

この計画は、本市の環境行政の基本的な考え方を示すものであり、「永遠の日本のふるさと」

の創造を環境の側面から推進するものです。 

同時にこの計画は、本市の地域特性や環境特性に対応した、望ましい環境像を設定し、環境

への負荷の削減に向けた具体的な施策並びに各主体（市民・滞在者・事業者・市）の行動指針

を示すものであり、環境関連計画の中では最上位に位置付けられます。 

また、目指すべき環境像、施策の展開、環境配慮指針などを定め、上記各主体が行う各種の

行動や事業を環境配慮へと誘導し、関係者の相互協力によって所期の目的を推進する役割を持

っています。 
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